
山口県介護施設等・障害者支援施設等物価高騰対策支援事業補助金交付 

等業務公募型プロポーザル応募要項 
 

１ 趣 旨 

  この要項は、山口県業務委託プロポーザル方式実施要領（平成２２年４月１日施行）

に基づき、「山口県介護施設等・障害者支援施設等物価高騰対策支援事業補助金交付等業

務」を委託する者を決定するための公募型プロポーザルについて、必要な事項を定める。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業務の名称 

山口県介護施設等・障害者支援施設等物価高騰対策支援事業補助金交付等業務 

（２）業務の内容 

別添「山口県介護施設等・障害者支援施設等物価高騰対策支援事業補助金交付等業

務委託仕様書」のとおり 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日(水)まで 

（４）履行場所 

   山口県内 

 

３ 予算限度額 

  ３５，２４２，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

  

４ 参加資格 

この手続に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項に

規定する者でないこと。 

（２）県が発注する物品等の製造の請負、物品等の買入れ、借入れ及び売払い並びに業務 

の委託の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに 

資格審査申請の時期及び方法等に関する告示（令和７年山口県告示第２１４号）に基 

づく資格審査において、業務の委託の特Ａ又はＡの等級に格付けされている者である

こと。 

（３）本店又は支店、営業所等を山口県内に有していること。 

（４）この手続の開始の日から令和８年３月２３日（月）までの間のいずれの日において

も山口県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加

停止を受けていないこと。 

 

５ 参加表明書の提出 

この手続きへの参加を希望する者は、参加表明書（別記様式１）を提出すること。 

（１）提出方法 

   電子メール（電子メール送信後、必ず電話で受信の確認を行うこと。） 

 



（２）提出先 

「12 書類の提出先及び問い合わせ先」のとおりとする。 

（３）提出期限 

令和８年３月１０日（火）午後３時まで（必着） 

 

６ 質問の受付及び回答 

質問がある場合は、参加表明書を提出の上、質問書（別記様式２）を提出すること。 

（１）提出方法 

電子メール（電子メール送信後、必ず電話で受信の確認を行うこと。） 

（２）提出先 

「12 書類の提出先及び問い合わせ先」のとおりとする。 

（３）提出期限 

   令和８年３月１０日（火）午後３時まで（必着） 

（４）回答方法 

令和８年３月１３日(金)までに、個別の質問の場合を除き、参加表明書を提出した

全ての者に対して、電子メールにより回答する。 

 

７ 応募書類の提出 

（１）提出書類 

  ア 企画提案提出書（別記様式３） 

イ 企画提案書（任意様式、縦横自由、枚数制限なし） 

ウ 参考見積書（任意様式） 

 ・ 各費用に係る明細など、可能な限り明らかにすること。 

 ・ 見積金額は、消費税及び地方消費税を含んだ額を記載すること。内税表記、外 

税表記のいずれでも差し支えないが、消費税及び地方消費税の額を記載すること。 

エ 会社概要（既存のパンフレット等で可） 

（２）提出方法 

   原則、電子メール（電子メール送信後、必ず電話で受信の確認を行うこと。） 

   ※ 電子メールは、１通の容量が１０ＭＢ以下となるよう調整すること。複数のメ

ールでの送信も可とする。 

※ 電子メールによる提出が困難な場合は、持参又は郵送により提出すること。こ

の場合、提出部数は１０部（正本１部、副本９部、Ａ４判片面使用）とする。 

（３）提出先 

「12 書類の提出先及び問い合わせ先」のとおりとする。 

（４）提出期限 

   令和８年３月２３日(月)午後３時まで（必着） 



（５）留意事項 

ア 応募は１者につき１提案までとする。 

イ 提出書類について、提出期限後の追加、修正等は認めない。 

ウ 採用の有無に関わらず、提出書類は返却しない。 

エ 次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。 

   ・ 提出書類が期限までに提出されなかった場合 

・ 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

・ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

・ この要項に違反すると認められる場合 

・ その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合 

 

８ 企画提案書の記載事項等 

  次の事項について最低限明記するものとする。 

（１）業務実施体制 

各業務を効率的に実施するための体制について、業務実施場所、配置する役職（管

理責任者・副管理責任者、リーダーほか担当者等）毎の人数及びその具体的な職務分

担、指揮管理系統などを具体的に記載すること。 

なお、相談対応や申請受付状況等に応じて、配置する役職毎の人数について、業務 

開始から段階的に増員する提案を行う場合又は時期により配置する人員を増減する提 

案を行う場合は、どの時期にどの程度の人数を各業務に配置するか、新規雇用（パー 

ト・アルバイト含む）を行う場合は山口県内在住者を優先するか、分かるように記載

すること。 

（２）問い合わせ窓口における業務実施方法 

問い合わせ対応の実施方法、複数手段の用意（電話・電子メール等）、混雑時の 

対応（複数回線の用意等）などを具体的に記載すること。 

（３）危機管理 

   危機管理に対する考え方、事務処理誤り防止に向けたチェック体制、守秘義務及び

個人情報保護等を業務従事者に徹底させるための対策などを具体的に記載すること。 

（４）業務実績 

   本業務と類似の業務の受注実績がある場合は具体的に記載すること。 

 

９ 審査・契約の締結等 

（１）審査方法 

山口県健康福祉部障害者支援課及び長寿社会課に設置した「山口県介護施設等・障

害者支援施設等物価高騰対策支援事業補助金交付等業務審査委員会（以下「審査委員

会」という。）」において、書類審査を実施し、最優秀提案者を決定する。 

なお、プレゼンテーションは実施しないため、補足等が必要な場合等は、企画提案



書に記載するなど、分かりやすい資料とすること。 

（２）審査基準 

   別紙「山口県介護施設等・障害者支援施設等物価高騰対策支援事業補助金交付等業

務公募型プロポーザル審査基準」のとおり。 

（３）最優秀提案者の決定 

審査委員会の委員が、提出された企画提案書等について、審査基準に基づき採点し、

最も合計点の高かった者を最優秀提案者とする。 

また、最優秀提案者以外の者についても、順位付けを行う。 

なお、プロポーザル参加者が１者の場合、合計点が６割以上であることを条件とす

る。 

（４）審査結果 

   令和８年３月下旬を目途に、応募者全員に対して書面により通知する。 

   なお、審査結果に対する異議は受け付けない。 

（５）契約の締結 

   最優秀提案者から見積書を徴し、委託内容を協議の上、契約を締結する。 

なお、協議が不調のときは、（３）の順位付けの結果が上位の者から順に契約締結の

協議を行う。 

 

10 契約の解除 

契約締結後であっても、次の場合は契約を解除し委託事業者を変更することがある。 

（１）企画提案書など提出書類に虚偽の記載が明らかになった場合 

（２）事業者に重大な瑕疵がある場合 

（３）業務執行の意思が認められない場合 

（４）業務遂行能力がないと認められる場合 

（５）その他、契約を継続するに耐えない事情がある場合 

 

11 その他 

（１）企画提案書の作成その他企画提案に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

（２）この手続の開始後に、４（２）に掲げる資格審査の申請をする場合は、令和８年３

月９日（月）午後５時までに山口県会計管理局会計課に申請書を提出すること。 

（３）この手続に参加した者が業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要

領に基づく参加停止を受けることとなった場合は、審査の対象とせず、又は契約の締

結を行わないことがある。 

（４）今回の公募は、令和８年４月以降に速やかに業務を開始できるよう、事前に受託者

の決定に係る手続きを行うものであり、本業務に係る予算執行は、令和８年３月山口

県議会定例会における令和８年度当初予算の成立等が前提となる。 

 

12 書類の提出先及び問い合わせ先 

〒７５３－８５０１ 山口県山口市滝町１－１ 

山口県健康福祉部 障害者支援課 施設福祉推進班（担当：佐伯） 

電 話：０８３－９３３－２７３５  ＦＡＸ：０８３－９３３－２７７９ 

E-mail：a14100@pref.yamaguchi.lg.jp 


